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I. 目的

　発達障害児の発見をより適切に行うことができる新健

診票の開発を行う．また，小児保健関係者，教育関係者，

児童福祉関係者などの連携のもと，発達障害児を受け入

れるための包括的環境整備のための提言を江東区に対し

て行う．

II. テーマ設定に至る経緯

１．フィールドでの経緯

１）東京都江東区の概要

　東京都特別区の東部に位置し，隅田川と荒川に囲まれ

ている．面積は，江戸時代初期からの土地造成で徐々に

増え続け，東京湾の埋立てによって，今も南部に広がっ

ている．平成２４年４月１日現在３９.９９km2であり，東京都

特別区２３区中６番目に大きい．

　人口は昭和６３年より漸減傾向であったが，平成１０年よ

り増加に転じた．平成２５年１月１日現在，４８０,２７１人（住
民基本台帳）であり，１５年間で約１.３倍に増加している．
出生数も増加しており，平成２４年の年間出生数は４,４１７
人であった．１５年間で約１.６倍に増加している．
２）フィールドとしての課題及び意向

　江東区では，母子保健法第１２条で実施が義務付けられ

ている１歳６か月児健康診査（以下，１歳６か月児健診）

および３歳児健康診査（以下，３歳児健診）のうち，１

歳６か月児健診については，東京都特別区２３区内で唯一，

内科健診も歯科健診も委託医療機関での個別健診となっ

ている．このため，地域で暮らす母子の健康保持・増進

のために委託先である医師会との協力・連携は不可欠で

あり，定期的に「子どもの健診等検討委員会」を開催し

ている．

　本検討委員会の中で，医療機関及び保健相談所は，健

康診査受診票の使用目的や活用法，１歳６か月児健診の

体制等について共通認識を持つことができていなかった

ことが明らかとなった．加えて，現行の１歳６か月児健

康診査受診票（以下，健診票）は，２０年来見直すことの

ないまま使用されていたものであり，使いにくいとの意

見もあった．

　これらの経緯から，まずは効果的で効率的な事業改善

をするべく，新１歳６か月児健康診査受診票（以下，新

健診票）の開発をすることとなった．

２．合同臨地訓練チーム（以下，チーム）での経緯

　現行の健診票（資料１）の課題として，子育て支援に

関する問診項目が全くないこと，発達に関する問診項目

はあるものの，どのような根拠で項目を挙げたのかは定

かでないこと等が挙げられ，これらを踏まえ，チームで

検討していくこととなった．

　１歳６か月児健診は，「乳幼児に対する健康診査の実

施について（平成１０年４月８日付，児発第２８５号 厚生省
児童家庭局通知）」（以下，実施要綱）において健診項目

が定められており，運動機能や視聴覚，精神発達遅滞等

の障害をもった児童を早期発見・早期支援し，心身障害

の進行を未然に防止することが求められている．また，
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平成１７年４月１日には発達障害者支援法が施行され，第

５条では，母子保健法に規定する健康診査を行うにあた

り，発達障害の早期発見に十分留意しなければならない

とされている．

発達障害は障害の種別によって診断下限年齢が異なる

が，自閉症状は１歳から２歳までの時期に最も早期に発

見でき，１歳６か月児健診はASDの早期発見に適してい
る [１]．また，発達障害の早期発見・早期支援は，児の
発達を促す上ではもちろん，児童虐待や愛着形成障害等

の二次障害予防の視点からも重要である [２]．
　これらのことから，健診票の改訂にあたり，発達障害

児（特にASD）の早期発見・早期支援に着目し，新健診
票を検討していくこととなった．

III. 合同臨地訓練の取り組み

１．方法

１）新健診票（案）の作成

　先行研究，母子保健関係通知，他自治体のマニュアル

や健診票等の参考資料を元に，新健診票（案）を作成．

２）新健診票（案）の試行および保護者へのインタ

ビュー調査

（１）期間

　平成２５年９月下旬

（２）調査対象

　区内４保健相談所のうち２か所で行われた幼児経過観

察健診に来所し，インタビュー調査の承諾が得られた１

歳６か月児～３歳児の保護者．

（３）データの収集方法および収集内容

①新健診票（案）の試行

②新健診票（案）の答えやすさについての半構造化イン

タビュー調査

（４）データの分析・活用方法

　単純集計及びインタビュー調査での意見をとりまとめ，

それを元に新健診票（案）の修正を行い，江東区へ新健

診票（修正案）として報告．

最終的な修正を行い，新健診票として江東区へ報告した．

３）倫理的配慮

　本調査は，国立保健医療科学院研究倫理審査委員会の

承認を得た上で行った．（平成２５年９月２６日　承認番号

NIPH-IBRA#１２０５１）

２．結果

１）新健診票（案）の作成

（１）先行研究等をもとに新健診票（案）の作成

　母子保健法に基づく１歳６か月児健診は，実施要綱や

通知において健診項目や健康診査受診票等が定められ，

参考とするように求められている．

　この実施要綱と通知以外に，１歳６か月児健診の指針

となるものは存在せず，実際，東京都特別区２３区で使用

している健診票は，この項目に準じているものが多い．

そのため，チームは先行研究等を問診項目選定の参考と

し，検討していくことにした．また，乳幼児健診の役割

（表１）をチームの中で確認し，問診項目を検討した．

　問診項目選定にあたり，以下の２点に注意し，チーム

で検討した．

　まず，江東区の１歳６か月児健診は個別健診で行われ

ており，保健相談所が対面にて保健指導や支援の要否を

判断できない．このため，問診項目は保健相談所がスク

リーニングするために用いるものとし，フォロー基準を

明確に示し，電話などによるフォローの要否を判断でき

る項目とした．

　一方，身体発育に関する項目は，直接診察する医師が

判定するため，スペースも限られていることから，より

重要度・優先度の高い問診項目を採用することにした．

以上に留意し，作成した新健診票（案）（資料２）は，

発達障害児のスクリーニング項目を導入した以下の３部

構成とした．

①　日本語版M-CHAT短縮版９項目（左段）
　発達障害児のスクリーニング項目には，１歳６か月時

点で使用可能であり，ASD児のスクリーニングに有用と
される日本語版M-CHAT（M-CHAT:Modified Checklist 
for Autism in Toddlers）[３] を導入することにした．なお，
M-CHATとは，英国で開発された乳幼児期自閉症チェッ
クリストに，米国で２歳前後の幼児を対象として修正を

加え発展させた全２３項目からなる質問紙である．これを，

神尾らが１歳６か月児健診においてASD児のスクリーニ
ングに用いる目的で日本語版M-CHATを開発した．全国
複数の自治体でも導入が開始され [４]，ASD児のスクリー
ニングに成果をあげている．[５, ６] チームは，最終版７
項目（以下，M-CHAT-J7）を新健診票（案）に導入するこ
とにした．

②　発達障害以外の問診項目（中央）

　１歳６か月児の発達課題である，「独歩」と「有意語」

を問診項目に採用した．他に，近年その重要性が認識さ

れている子育て支援，虐待予防に関する項目を加えた．

③　医師の診察項目（右段）

　実際に健診票を使用する医師の意見を反映することと

し，この段階では現行の健診票から改変していない．

（２）江東区，医師会との協議（子どもの健診等検討委員会）

　子どもの健診等検討委員会を臨時に開催し，チームが

提示した新健診票（案）と委員である医師会小児科理事

表１　乳幼児健診の役割

疾病・異常のスクリーニング（医師の所見，客観的な
データや基準）

①

保健指導（保健指導や支援の必要性が評価できる項目）②

子育て支援③

発達に関する縦断的分析による追跡調査④

子育ての実態・変化や取り組みの評価⑤
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が提案した問診項目をもとに協議した．

　委託による個別健診であることから，チームは，保健

相談所がスクリーニングできることに重点をおき新健診

票（案）を作成したが，医師も健診の際に親子を支援す

るためのコミュニケーションツールとして活用している

ことが分かった．そのため，チームの新健診票（案）の

問診項目の他にも医師が診察する上で重要と考える問診

項目がいくつか挙げられた．

　また，日本語版M-CHATは，質問の意図がわかりにく
く，答えにくいという意見が出された．問診項目の順番

に関しては，親の心理的影響も考慮するべきという指摘

もあった．

（３）新健診票（案）の修正

　子どもの健診等検討委員会での協議に基づき，チーム

で新健診票（案）の再検討を行い，新健診票（修正案）

を作成した．新健診票（修正案）では，保健相談所がス

クリーニングに用いるだけでなく，医師が診察のコミュ

ニケーションツールとして使用でき，保護者への支援の

意思を伝え，虐待防止へつながるものを目指した．

　新健診票（修正案）は，問診項目の順番も考慮した上

で，資料３のように修正した．

２）インタビュー調査

（１）対象者の属性

　チームは，江東区内２か所の保健相談所を訪問し，各

所の幼児経過観察健診を受診した児の保護者計２５名を対

象にインタビュー調査を実施した．計２５名の調査協力者

は全て母親であった．なお，幼児経過観察健診は，１歳

６か月児健診，３歳児健診および訪問，相談等から，身

体発育や精神・運動発達等について経過観察が必要と判

断された１歳６か月児以降の幼児を対象に，予約制で定

期的に健康診査を行い，異常の早期発見・早期治療に努

めるものである．

（２）新健診票（修正案）の答えやすさについてのインタ

ビュー調査結果

　インタビューは，新健診票（修正案）の全体的な使い

やすさ（分量，文字の大きさ，レイアウト等），文言の

適切性（不快な表現，不適切な表現），問診項目の適切

性（わかりにくい表現，回答に困る問診項目等），その

他自由意見について聞き取った．また，コミュニケー

ションツールとしての使いやすさについて知るため，イ

ンタビュー項目に「新健診票（修正案）を用いて医師に

質問や相談ができやすいか」を加えた．（表２）

３）インタビュー調査を反映した新健診票（修正案）の

修正

（１）インタビュー調査結果に基づく修正

　調査結果を元に，チームは新健診票（修正案）の文言

を修正した．また，調査で得られた意見から，いくつか

の問診項目について再検討が必要であると考えた．

表２　主なインタビュー調査結果

１．全体的な使いやすさ
・３段構成なので量が多く感じる．見落としそう．

２．文言の適切性
・「１５．気になること」の「かんしゃくがひどい」は強い表現に感じた．
・「１６．子育ては楽しいですか」：母を評価されていると感じる．楽しくないとは答えにくい．

３．問診項目の適切性
・「２．積み木つみ」：積み木とブロックでは遊び方が違うので悩んだ．

・「１４．テレビ」：ついているが見ていないので迷った．

・「１６．子育ては楽しいですか」：時によるので迷う．

・「１７．いらいらしてあたる」：

　時によるので迷う．（２名）

　程度が迷う．（３名）

　正直に書きにくい．（４名）
・「２０．その他心配なこと」：本音は書きにくい．どのレベルまで書いて良いかわからない．

４．医師への質問・相談のしやすさ
・現在の健診票よりは使いやすそう．

・健診票より母子手帳を使う．

・健診票は医師への相談にはつながらない．

・健診医療機関は混んでいるので相談しにくい．

・いいえに○がついたときはきっかけにしやすい．（２名）
・積極的には使わない．

５．その他
・現在の健診票よりは具体的で良い．

・気軽に相談してください，などの記載があると相談しやすい．

・いいえに○がつく項目があると，異常があるのか悩んでしまう．（２名）
・健診票に記入しても，見てくれているのだろうかと思う．
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　子育て支援に関する問診項目（「１６．子育て楽しい」，

「１７．いらいらしてあたる」，「１８．相談できる人」）に対

しては意見が多く，「１６．子育て楽しい」，「１７．いらい

らしてあたる」は「そのときによってどちらもあるので

回答に迷う」といった意見や，「実際に楽しくない，あ

たってしまう，としても正直には答えにくい」という意

見が複数みられた．

　「１６．子育ては楽しいですか」については，保護者に

対して，医師や保健相談所が子育てを支援する意思を伝

えたいという，子どもの健診等検討委員会の意見を取り

入れ追加したが，インタビューをしてみると予想に反し，

「評価されていると感じる」という意見が出るなど，保

護者にとっては回答に抵抗がある質問と捉えられた．

チームでは，保護者には，「子育ては楽しくなければな

らない」という固定観念があり，「楽しくない」という

選択肢を選ぶことに罪悪感があるのではないかと考えた．

また，この問診項目で「楽しくない」を選択した場合，

どのような支援ができるのかを想定する必要があると考

えた．

（２）江東区との協議

　再度，子どもの健診等検討委員会が臨時開催され，新

健診票最終案の作成に向けて協議が行われた．インタ

ビュー調査結果（表２）等を受け，すべての問診項目に

ついて一つ一つ再検討し，表３の点を修正した．

　今後，江東区は健診マニュアルを作成予定であり，

フォローの流れを示すなどにより医療機関と保健相談所

の連携を明確にしていく．

（３）新健診票の完成

　インタビュー調査後のチームの検討，子どもの健診等

検討委員会での検討を受け，新健診票は資料４のように

完成した．

IV. 提言

　提言の内容は，

１．江東区全体から見た発達障害児に対する包括的環境

整備の必要性

２．合同臨地訓練を経てのM-CHATを用いたフォロー体
制の提言

に分けて提案する．

１．江東区全体から見た発達障害児に対する包括的環境

整備

１）背景

　ASDは，米精神医学会が定めた診断基準であるDSM-5
によれば，①社会的コミュニケーションの障害　②限定

した興味と反復行動　の二つの診断領域を満たすもので

ある．

　自治体において，母子保健分野を担当する部署がASD
をフォローするのは当然の事であるが，他分野において

もASDの社会的コミュニケーションの障害が大きく影響し
てくる分野が存在する．幼児期・小児期に，多人数によ

る保育・教育を行う保育園・幼稚園・小中学校などである．

　ASD傾向を有する生徒がいじめに巻き込まれる割合は
高く，２００１年のアメリカの国勢調査 [７] では，青少年期
のASD児の４６.３％がいじめを受け，１４.８％は加害者側と
なり，８.９％は被害者であると同時に加害者でもあった．
ASD児が被害者になる要因としては，社会的コミュニ
ケーションの障害や，低いソーシャル・スキル，言語発

達の問題と相関があった．加害者側となったASD児は
ADHD（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder）の傾
向があり，また，少なくとも週１回以上友人同士で集ま

る事と相関があったとされている．つまり，ASD児は社
会的コミュニケーションの障害から，いじめの問題にお

いて被害者になるのみならず加害者側になる可能性も有

している．

　さらに，別のアメリカの国勢調査においてはASDの若
年成人では，高校卒業後２年間に高等教育や雇用参加を

している率は半分に満たないとの報告 [８] がある．ASD
傾向を有する若年成人の雇用に関する調査 [９] によると，
職業を見つける予測因子としては家庭環境そして社会環

境の受容的で肯定的な態度が，また，雇用継続を続ける

表３　主な最終修正点

「E．睡眠」：「②睡眠時間が不規則」→「②寝る時間が遅い」
「１４．テレビ」：「一日に何時間ぐらいテレビやDVD等がついていますか．」→「子どもがいる部屋で，一日に何時間ぐらいテレビ
やDVD等がついていますか．（見ていない時間も含む）」

「１５．気になること」：
・「視線が合わない」→「目をあわせない」
・「かんしゃくがひどい」は削除

「１６．子育ては楽しいですか．当てはまるものに○をつけてください．楽しい　まあまあ楽しい　あまり楽しくない　楽しくな
い」→「１６．あなたの子育てで当てはまるものに○をつけてください．楽しい　楽しいけれど負担　楽しさより負担が大きい」

「１７．いらいらしてあたる」の設問は削除

「１８．相談できる人」：
・「子育てのことを気軽に相談できる人はいますか．」→「子育てに負担や不安を感じたときに，相談できる人はいますか．」
・「それは誰ですか」は削除
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予測因子としては，社会のASDの労働に対する前向きな
姿勢が重要であったとされている．

　こうした調査から，ASD傾向がある児が学校のような
交流を要する場や，雇用環境のような信頼関係・協調行

動を要する場で問題を抱える可能性が高いことが示唆さ

れる．協調行動の前提として信頼関係があり，信頼関係

の前提として日頃の交流があることを考えると，ASDに
対する対策は社会的コミュニケーションの障害の改善が

対応策の根幹であり，家庭環境を含む包括的な環境整備

の重要性が示唆される．

　Dawson [１０] らは，ASD児において早期療育を行った
群とそうでない群を２年間比較した結果について報告し

ている．知能指数では対照群が平均７.０点の改善であっ
たのに対し早期療育群では平均１７.６点の改善であり，適
応行動については典型的な発達を示した通常の子供たち

との比較で，対照群が大きな遅れを示したのに対し早期

療育群では成長率を維持していた．この事から，ASDに
おいては早期発見と早期介入が重要であると述べている．

また，オランダにおけるASDに対する早期療育による教
育・雇用・福祉にかかる社会的コストの削減効果を試算

では，３歳から６５歳で１１０万ユーロ（２０１３.１０.１４時点で，
１ユーロ＝１３３.２７円換算で約１.５億円）の削減効果が見込
まれるという報告 [１１] もある．
２）江東区における包括的環境整備

　これらの先行研究から示唆されるのは，ASD児の予後
を改善させるためには，

・ASD児の早期発見・早期介入
・ASD児周囲の包括的環境整備（家庭・社会）
の２点が重要という事である．

　以上の点から，ASD児の予後の改善を行うために江東
区が行うべき事としては，以下の７段階の実施計画が考

えられる．

１）小児保健，児童教育，児童福祉の連携体制構築

２）家庭環境整備のための指導法，ツール作り

３）療育機関の整備，受け入れ人数の拡大

４）ASD児早期発見を目的とした１歳６か月児健診票改
訂（M-CHATの導入）

５）ASD傾向を有する児の早期療育機関紹介
６） 母子健康手帳を利用した複数関係機関での情報の共

有・継続利用体制の構築

７）関係機関による各種フォロー

　①療育チームによるアウトリーチ

　②情緒障害学級への専門家支援

　③行事例などを児童相談所とケース会議

　今回はフィールドから１歳６か月児健康診査受診票の

改訂を行いたいとの要望があり，チームは，ASD児早期
発見のための１歳６か月児健康診査受診票へのM-CHAT
の導入を先行して行った．

２．合同臨地訓練を経てのM-CHATを用いたフォロー

体制の提言

１）１歳６か月児健康診査受診票へのM-CHAT-J7の導

入と対象者数

　M-CHAT-J7の感度・特異度・陽性反応的中率は以下の
通りである（表４）．

　江東区の１歳６か月児健診受診人数は，過去５年間で

平均３,９４３人（３,７３０～４,１６３人）であった．概算で４,０００人
として３歳以降にASDと診断される児の割合を求めると，
カットオフ１項目で４７２人，２項目で１９４人，３項目で

１０２人が年間要フォロー想定人数となる．

２）江東区の経過観察健診の現状

　区内４か所の保健相談所では，１歳６か月児健診票に

基づき，約１０％程度電話によるフォローアップを行って

いる（年間約４００人程度）．

　今後，M-CHAT-J7を導入し，カットオフ１項目で対
象者のフォローアップを行うと，現在のフォローアップ

対象者と重複する者もあるが，フォローアップ人数は増

加するものと想定される．

　ASD児の療育機関は江東区には５か所存在しており，
現在のフォロー対象人数の総計は，通所部門が４３３人，

相談部門は３２０人となっている．

３）M-CHATの要フォロー者数と現在の江東区の体制と

の比較

　M-CHATから算定される要フォロー者数は，現在想定
しているカットオフ１項目では年間４７２人の陽性者が出

ると見込まれるが，真のASDは１１０人程度と考えられる．
要フォロー者は当初４７２人に近い数がピックアップされ

るが，年数の経過に伴いnon-ASDと判断されて，最終的
に真のASDの人数に近付いていくと思われるため，ここ
では仮に４年間の総計１,１６４人としておく．
　江東区の経過観察健診は実施５４回，最大人数が２０人で

あるため，最大フォロー可能人数は１,０００人前後となる．
真のASDは療育機関に紹介され，経過観察健診のフォロー
からは離れるため，保健所の対象としては十分である．

　早期療育を行うための体制を考えると，療育機関の受

け入れ可能人数を足し合わせたものは通所４３３人，相談

３２０人（月１回）であり，真のASDが年間１１０人×就学前
４年間と考えると最適の数であると考えられるが，スク

リーニング陽性のnon-ASDでも通所希望の強い者，不安
の強い者に対応が必要なことを考えると通所と相談を併

せて４００人程度の定員増が必要であると考えられる．現

時点でも，療育機関は年度開始から半年ほど経過すると

表４　感度・特異度・陽性反応的中率（神尾らによる）

陽性反応的中率特異度感度カットオフ項目数

０.１６１０.８９８０.６８６≧１

０.２５６０.９６３０.４５１≧２

０.３１３０.９８２０.２９４≧３
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定員一杯となってしまい空き待ちの状況となっているた

め，対策は急務である．

４）健診データの管理体制

　現時点では，健診で得られたデータは区全体の横断調

査としても，乳幼児期から学童期以降を通じた個人の継

続調査としても，利用できる環境となっていない．スク

リーニングの感度・特異度，早期療育の効果，虐待・い

じめ・不登校・非行などのケース事例の検討，さらには

事業全体の評価のいずれにも，正確なデータ収集とその

評価は自治体の説明責任として不可欠であり，今後の

データ管理体制の構築が望まれる．

５）新健診票を用いた場合のスクリーニング検査陽性者

の受け入れ体制

　療育機関は現状でも定員一杯で空き待ちの状態であり，

M-CHAT導入に伴う増加分に対する対策が必要である．
具体的な対策としては以下の４つが考えられる．

（１）予算を確保して補助金を出し，療育機関の受け入れ

人数を総計４００人程度増やす．

（２）経過観察健診での振り分けを最適化し，「念のため

の経過観察」を止める．

（３）フォロー人数の制限を優先し，カットオフ基準を２

項目にする．

（４）体制の変更は行わない．

　「実現可能性」，「保護者からの評価」，「目的の達成」

の三点を軸にそれぞれについて評価する（表５）．

（１）予算を確保して補助金を出し，療育機関の受け入れ

人数を総計４００人程度増やす．

　社会福祉を手厚くするという事であり，保護者からの

評価は高いと思われる．しかし，自治体内で新たな予算

措置をせねばならず，実施可能性は低い．目的の達成の

面から言うと，療養機関の人員確保がなされれば早期療

育にも繋がるため，大きな前進といえる．

（２）経過観察健診での振り分けを最適化し，「念のため

の経過観察」を止める．

　経過観察健診での振り分けを最適化し，「念のため」

や「保護者の希望」での療育機関への通所・経過観察は

せず，通所中の児童もnon-ASDの可能性が高まった時点
で速やかに通所を止めるプランである．療育機関がフォ

ローする児童の総数が減少し，ASD児への対応は手厚く
なるため，目的の達成につながる．人数での試算上は，

このプランであれば現在の体制で対応が可能である．し

かし，どこでASDとnon-ASDを線引きするかの基準の設
定が難しい．また，児の通所を希望して断られた保護者

からのクレームにつながる可能性が高い．

（３）フォロー人数の制限を優先し，カットオフ基準を２

項目にする．

　カットオフの基準を１項目から２項目にすることで，

スクリーニング検査陽性者を４７２人から１９４人に抑え込む

プランである．同時に，真のASD児に対する感度が
０.６８６から０.４５１まで低下するため，１項目のときに比べ
２０％以上もASD児を見逃してしまい，目的の達成からは
遠ざかる．しかし，そもそもスクリーニングで陽性とな

らない保護者からはクレームが出る事はなく，療育機関

でのフォロー人数も大幅に減少するため現場には余裕が

生まれ，新たな予算措置も必要ではない．

（４）体制の変更は行わない．

　スクリーニング陽性者が増えるが，既に現時点で療育

機関の受け入れ人数は定員に達しており，療育機関につ

ながる前段階の経過観察健診の人数増加に繋がる．その

結果，保健所の経過観察健診ではキャパシティ上限とほ

ぼ同数のスクリーニング陽性者をフォローする事となる

が，破綻は発生しない．但し，療育機関の通所待ちの人

数が大幅に増加するため，早期発見は出来ても早期療育

は不可能となり，新規発見されたASD児全員に対して，
予後の改善面でデメリットが発生する．療育機関への通

所の空き待ちの状況が長期間に及び，保護者の評価も

低い．

　最終的な決定は，コミュニティビルディングの手法に

則って，江東区の関係諸機関や各現場の責任者や担当者，

自治体の管理職などが置かれた環境や実施可能性を勘

案し，相互を尊重した対話の上で決定することが必要で

ある．

３.　本研究の限界

１）新健診票の改定についての調査では，前問診票との

比較検討を行っておらず相対的な評価が得られない．

２）子どもの健診等検討委員会の決定で追加になった問

診項目の中には，スクリーニング項目としてエビデンス

が不十分なものがあり，これらのフォロー基準について

は別途協議が必要である．

３）ASDへの支援は予後の改善が最終アウトカムとなる
が，今回は早期発見のためのスクリーニングに特化して

おり，発見したASD児を早期に療育機関につなげる体制
づくりが今後必要である．

４）子どもの健診等検討委員会の決定により，M-CHAT
の文言が一部変更になっており，厳密にはM-CHATと同
一とはいえない．

４.　まとめ

　今回江東区が導入したM-CHAT-J7の目的は，早期発
見そのものではなく早期発見したASD傾向を有する児に，

表５　対策の比較

目的の
達成度

保護者の
評価

実施
可能性プラン名

高い高い低い１）予算増・受け入
れ増

高い低い高い２）振り分け最適化

低い不変高い３）カットオフ基準
引き上げ

低い低い高い４）現行体制
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適切な早期支援を行う事により予後を改善させる事にあ

る．この事は，本人の人生を時系列で見た場合の予後を

改善させるのみならず，本人を含むフィールドでの不適

切な社会コミュニケーション（いじめ行為等）の減少の

可能性に繋がり，同時に当事者および関係者に生じる精

神的負担の回避にも影響する可能性がある．また，教育・

雇用・福祉にかかる社会コストの低減に繋がることによ

り，将来的な財政上のメリットとなる可能性もある．

今後も更なる追跡調査や関係諸機関の連携体制作りを通

じて，ASD児の家庭環境を支える包括的な環境整備が望
まれる．
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資料１　現行健診票
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資料２　新健診票（案）

資料３　新健診票（修正案）
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資料４　新健診票


